
 

 

 

 

 

 

 

◆これからも探究していきます 

「主体的・対話的で深い学び」は現行の学習指導要領の中で重要な施策として掲げられています。 

また、「個別最適な学び」と「協働的な学び」も大切な学びの考え方として提言されています。こ 

のような言葉を保護者の皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。 

深野小学校においてもこの考えをもとにいろんな授業方法、指導を探究しています。授業方法、 

指導については、答えは一つではなく、各種研修を教職員も受講し、よりよい授業、指導を担えるよ

うに努力しているところです。 

対話的、協働的という言葉だけが先走り、教職員主導の授業から子どもたち中心の授業が推し進 

められているところもありますが、あくまでも子どもたちが習得すべき資質、能力を習得したうえ 

でのことであり、なんでも子ども任せにするということではなく、深野小学校においても学力定着、

学力向上をめざしつつも、授業については「教職員が教える」という指導面と、子どもたちの主体

性を育てるというものは常にバランスが大切であると考えています。 

 これからも授業改善に日々努めながら、子どもたちの自己有用感が高まるよう、導くことができ

ればと思います。 

  

 ◆修学旅行にいってきました 

１０月２３日（木）、２４日（金）の２日間、６年生が広島方面へ修学旅行にいきました。平和記念

公園では、原爆資料館の見学、現地のガイドの方と一緒に碑めぐりを行い、平和についての学び

を深めることができました。今ある平和が決して当たり前ではなく、過去の歴史の積み重ねのうえ

に成り立っていることも改めて確認できたかと思います。 

 移動時も新幹線や路面電車の移動もありましたが、ルールとマナーを守って行動ができていまし

た。宿泊施設においても食事や部屋の片づけなど、班活動を通じて、仲間との協働を学ぶ機会と

もなりました。２日目は仲間との思い出づくりも含め、姫路セントラルパークにて楽しい時間を過ご

すことができたかと思います。ホームページでも修学旅行の様子を掲載しておりますのでぜひご覧

ください。来年度修学旅行となる５年生の保護者の皆さまの参考となれば幸いです。 
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◆校内音楽会（11月 8日）開催 

運動会が終わり、次の大きな行事として校内音楽会があります。今年は体育館の空調設置工事の

関係もあり、１１月８日（土）に開催いたします。 

詳細案内はすでにお手紙にて各ご家庭に配付しておりますが、各学年の子どもたちによる音楽の

表現をぜひご覧いただければと思います。音楽は何より楽しむことが大切です。上手かどうかだけ

ではなく、いかに楽しく、大きな声で歌えるか、いかに自信をもって楽器を演奏できるか、自分の

殻を破って勇気をもって音楽会に臨んでもらえたらと願っています。 

深野小学校では、常に夢や目標をもつことを子どもたちに促しています。また、自己有用感を持つ

ことを今年度の目標にもしております。 

音楽会を通じて、子どもたちが成長し、何かをやり遂げたという自信をもって、夢や目標に向か

ってこれからも前進してもらいたい、自分の良さや可能性を認識してもらいたいと考えております。 

日々の練習に対しての励ましのお声がけや、何かとご多用かとは存じますが、ぜひ音楽会当日は

お時間が許すかぎり子どもたちの頑張る姿をご覧いただければ幸いです。 

 

◆御礼（深野校区福祉委員会） 

１０月２６日（日）に深野小学校の体育館で令和７年度 深野校区福祉委員会 全体交流会が行わ

れました。委員会の方にお声がけいただき校長、教頭の両名も交流会に参加させていただきました。   

暑い日も雨の日も子どもたちの登下校の見守り等を行っていただいており、皆さまへの御礼とお

招きいただいたことへの感謝の気持ちも込めてご挨拶させていただきました。 

 このように福祉委員会として地域の皆さまが集まる校区は他にはないということで、改めて深野

校区の皆さまの絆と地域の温かさを感じる時間でもありました。深野小学校は保護者の方をはじめ、

地域の方々に支えていただいているからこそ存在できていると実感しております。今後も学校運営

へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

大東市教育委員会からのお知らせ 

大東市教育委員会では、看護師又は准看護師資格のある介助員を募集しています。 

大東市の公立小・中学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童生徒に対して、必要な医療

的ケアをはじめとする学校生活における介助が業務内容です。 

小・中学校での勤務のため、児童生徒と同じく、夏休み・冬休み等の長期 

休業もあります。ご興味のある方は、給与面や服務形態を含めてお伝えさせ 

ていただきますので、ぜひ、下記までご連絡ください。 

 

【問合せ先：大東市教育委員会 指導・人権教育課 ０７２－８７０－９６４３】 


